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第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
及
び
そ
の
家
族
の
沖
縄
か
ら
グ
ア
ム
へ
の
移
転
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書

日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
は
、

二
千
九
年
二
月
十
七
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
及
び
そ
の
家
族
の
沖
縄
か
ら
グ
ア
ム
へ
の

移
転
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
鑑
み
両
政
府

が
と
る
べ
き
更
な
る
措
置
に
関
し
て
協
議
す
る
こ
と
を
特
に
公
表
し
た
二
千
十
二
年
四
月
二
十
七
日
付
け
の
日
米
安
全
保
障
協

議
委
員
会
の
共
同
発
表
を
想
起
し
、

協
定
を
改
正
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

協
定
前
文
中
第
五
段
落
か
ら
第
九
段
落
ま
で
を
削
り
、
第
四
段
落
の
次
に
次
の
六
段
落
を
加
え
る
。

日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
が
二
千
十
二
年
四
月
二
十
七
日
付
け
の
共
同
発
表
（
以
下
「
共
同
発
表
」
と
い
う
。
）
に
お
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い
て
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
そ
の
概
要
が
示
さ
れ
た
計
画
を
調
整
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
並
び
に
そ
の
調
整
の
一
部
と
し
て
、
第

三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
の
沖
縄
か
ら
グ
ア
ム
へ
の
移
転
及
び
そ
の
結
果
生
ず
る
嘉
手
納
飛
行
場
以
南
の
土
地
の
返
還

の
双
方
を
普
天
間
飛
行
場
の
代
替
施
設
に
関
す
る
進
展
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
を
想
起
し
、

共
同
発
表
に
お
い
て
、
合
計
約
九
千
人
の
第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
が
そ
の
家
族
と
共
に
沖
縄
か
ら
日
本
国
外
の

場
所
に
移
転
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
認
識
し
、

共
同
発
表
に
お
い
て
、
第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
グ
ア
ム
へ
の
移
転
の
た
め
の
施
設
及
び
基
盤
の
整
備
に
係
る
費
用
の

暫
定
的
な
見
積
額
で
あ
る
合
衆
国
の
二
千
十
二
会
計
年
度
ド
ル
で
八
十
六
億
合
衆
国
ド
ル
（
八
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇

〇
ド
ル
）
の
う
ち
、
日
本
国
は
、
沖
縄
県
の
住
民
が
同
部
隊
の
移
転
が
可
能
な
限
り
速
や
か
に
完
了
す
る
こ
と
を
強
く
希
望

し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
同
部
隊
の
移
転
を
可
能
と
す
る
よ
う
グ
ア
ム
及
び
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
連
邦
に
お
け
る
施
設
及

び
基
盤
を
整
備
す
る
た
め
、
合
衆
国
の
二
千
八
会
計
年
度
ド
ル
で
二
十
八
億
合
衆
国
ド
ル
（
二
、
八
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇

〇
ド
ル
）
（
合
衆
国
の
二
千
十
二
会
計
年
度
ド
ル
で
三
十
一
億
二
千
百
八
十
八
万
七
千
八
百
五
十
五
合
衆
国
ド
ル
（
三
、
一

二
一
、
八
八
七
、
八
五
五
ド
ル
）
）
の
額
を
限
度
と
し
て
直
接
的
に
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
再
確
認

し
、
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ま
た
、
共
同
発
表
に
お
い
て
、
合
衆
国
が
第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
グ
ア
ム
へ
の
移
転
の
た
め
の
残
余
の
費
用
を
拠
出

し
、
及
び
い
か
な
る
追
加
の
費
用
も
拠
出
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
再
確
認
し
、

共
同
発
表
に
お
い
て
、
両
政
府
は
日
本
国
の
自
衛
隊
及
び
合
衆
国
軍
隊
が
共
同
で
使
用
す
る
施
設
と
し
て
グ
ア
ム
及
び
北

マ
リ
ア
ナ
諸
島
連
邦
に
お
け
る
訓
練
場
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
協
力
を
検
討
す
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
想
起

し
、ロ

ー
ド
マ
ッ
プ
に
そ
の
概
要
が
示
さ
れ
た
計
画
で
あ
っ
て
調
整
さ
れ
た
も
の
、
共
同
発
表
並
び
に
二
千
十
三
年
四
月
に
公

表
さ
れ
た
沖
縄
に
お
け
る
施
設
及
び
区
域
に
関
す
る
統
合
計
画
の
下
で
、
嘉
手
納
飛
行
場
以
南
の
施
設
及
び
区
域
の
統
合
並

び
に
土
地
の
返
還
の
一
部
は
、
第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
及
び
そ
の
家
族
の
沖
縄
か
ら
の
移
転
に
か
か
っ
て
お
り
、

並
び
に
同
部
隊
の
沖
縄
か
ら
グ
ア
ム
へ
の
移
転
は
、
グ
ア
ム
に
お
い
て
必
要
と
な
る
施
設
及
び
基
盤
の
整
備
に
対
し
て
日
本

国
が
直
接
的
に
提
供
す
る
資
金
並
び
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
よ
る
必
要
な
措
置
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
て
、

第
二
条

協
定
第
一
条
１
中
「
第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
約
八
千
人
及
び
そ
の
家
族
約
九
千
人
」
を
「
第
三
海
兵
機
動
展
開
部

隊
の
要
員
及
び
そ
の
家
族
」
に
改
め
る
。
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第
三
条

協
定
第
二
条
中
「
グ
ア
ム
に
お
け
る
施
設
及
び
基
盤
」
を
「
グ
ア
ム
及
び
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
連
邦
に
お
け
る
施
設
及
び
基

盤
」
に
改
め
る
。

第
四
条

協
定
第
三
条
を
削
る
。

第
五
条

協
定
第
四
条
中
「
グ
ア
ム
に
お
け
る
施
設
及
び
基
盤
」
を
「
グ
ア
ム
及
び
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
連
邦
に
お
け
る
施
設
及
び
基

盤
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

当
該
施
設
に
は
、
グ
ア
ム
及
び
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
連
邦
に
お
け
る
訓
練
場
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

協
定
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
条

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
は
、
グ
ア
ム
及
び
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
連
邦
に
お
け
る
訓
練
場
（
そ
の
整
備
に
対
し
て
日
本
国
が
提
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供
し
た
資
金
及
び
当
該
資
金
か
ら
生
じ
た
利
子
が
拠
出
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
使
用
す
る
た
め
の
日
本
国
政
府
に
よ
る

要
請
を
、
合
理
的
な
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
意
図
を
も
っ
て
好
意
的
に
考
慮
す
る
。

第
七
条

協
定
第
九
条
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

第
二
条
に
規
定
す
る
合
衆
国
の
措
置
は
、
移
転
の
た
め
の
資
金
（

合
衆
国
の
資
金
及
び

第
一
条
１
に
規
定
す
る
日

(1)

(2)

本
国
が
提
供
し
た
資
金
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
）
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
八
条

こ
の
議
定
書
の
効
力
が
生
ず
る
日
前
又
は
以
後
に
協
定
第
一
条
１
の
規
定
に
従
い
日
本
国
政
府
が
提
供
し
た
資
金
、
当
該
資

金
か
ら
生
じ
た
利
子
及
び
当
該
資
金
が
拠
出
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
、
こ
の
議
定
書
に
よ
る
改
正
後
の
協
定
を
適
用
す
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。

第
九
条

こ
の
議
定
書
は
、
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
議
定
書
は
、
そ
の
承
認
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
が
交
換
さ
れ
た
日
に
効
力
を
生
じ
、
協
定
の
効
力
の
存
続
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期
間
中
効
力
を
有
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
署
名
の
た
め
に
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
議
定
書
に
署
名
し
た
。

二
千
十
三
年
十
月
三
日
に
東
京
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

岸
田
文
雄

小
野
寺
五
典

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
た
め
に

ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
リ
ー

チ
ャ
ッ
ク
・
ヘ
ー
ゲ
ル


